
＜大規模小売店舗立地法の特例区域について＞

山口県商工労働部商政課

日時：平成２３年６月２２日（水） 午後７時～
会場：しものせき市民活動センター

説明会資料

１ 大規模小売店舗立地法（大店立地法）の概要

２ 大規模小売店舗立地法の特例区域とは

３ 下関市からの要請内容

４ 特例区域の指定について

５ 特例区域の指定までの流れ

～参考～
・「下関市中心市街地活性化基本計画」について
・中心市街地の区域
・「下関駅にぎわいプロジェクト」事業概要図

Ｐ．２

Ｐ．３

Ｐ．４

Ｐ．５，６

Ｐ．７

Ｐ．８
Ｐ．９
Ｐ．１０



１ 大規模小売店舗立地法（大店立地法）の概要

大規模小売店舗（店舗面積が1,000㎡を超える小売店舗）の設置者に対して、「交通」、
「騒音」、「廃棄物の処理」などの事項について、店舗施設の配置や運営方法に適正な配慮
を求め、店舗周辺地域の生活環境を保持していくための手続きを定めた法律。

設置者が大型店（店舗面積1,000㎡超）の新増設等を届出

設置者が説明会を開催

地元市町、住民等が意見提出

県が意見を通知

地元市町が意見提出

８か月

４か月

大型店の設置者が県意見に対する対応策を提出

２か月

県が勧告を実施

（届出事項）
駐車場の収容台数、荷さばき施設の位置、
廃棄物等の保管施設の容量、開閉店時刻等

※対応策が県の意見を適正に反映しておらず、生活
環境に著しい悪影響を及ぼす事態の発生を回避す
ることが困難であると考えられる場合

２か月

※届出内容について、適正な配慮が必要な場合、設
置者に対して県が意見を述べる



２ 大規模小売店舗立地法の特例区域とは

（１） 制度の目的・効果

中心市街地に大規模小売店舗の立地を誘因し、中心市街地の商業機能を活性化させること
を目的に設けられた制度。

「特例区域」の指定を受けた場合、大店立地法の手続きが簡略化でき、大規模小売店舗
の出店・増床等が迅速にできるようになる。

（２） 区域指定後の大店立地法の手続

第一種特例区域

設置者が大型店の新増設等を届出

設置者が説明会を開催

地元市町、住民等が意見提出

県が意見を通知

設置者が対応策を提出

地元市町が意見提出

県が勧告を実施

８か月

２か月

右図の大店立地法の手続きが全て不要。

※ 手続きは不要になっても、設置者による

生活環境への配慮義務は変わらない。

第二種特例区域

右図のうち、「届出」「説明会の開催」までが必要。

以降の手続きは全て不要。



３ 下関市からの要請内容

国から認定を受けた「下関市中心市街地活性化基本計画」に基づいて、

「ＪＲ下関駅地区」（下図の太枠内）を「第一種特例区域」に指定

ＪＲ下関駅

シーモール下関



（２）特例区域の指定により期待される効果

○ 特例区域を指定することで、中心市街地の西の核であるＪＲ下関駅地区に
おいて、大型店舗の迅速な立地と経営環境の変化への対応が促進され、商業
施設の集客力の強化が期待される。

○ 大型店舗の立地により、同地区の集客力の強化が図られることで、賑わい
が創出され、駅前及び周辺の通行量の増加が期待される。

４ 特例区域の指定について

（１）特例区域指定の要件

○ 下関市から要請のあった区域（ＪＲ下関駅地区）は、国から認定を受けた
「下関市中心市街地活性化基本計画」に定められた中心市街地の区域内であ
り、第一種特例区域を指定する要件を満たしている。



（３）特例区域周辺の生活環境への影響

○ 同地区及び周辺地区は、従来から商業施設などの都市機能が集積している
地区であり、公共交通の利便性に優れ、また駐車場も多数整備・配置されて
いることから、特例区域の指定によって交通渋滞が発生することはないもの
と考えられる。

○ 同地区に計画がある商業施設は、住居から離れた、地区の中心部に配置さ
れる計画になっており、また、同地区に隣接する住居は少ないことから、特
例区域の指定による生活環境への影響は軽微なものであると考えられる。

（４）まとめ

○ 以上のことから、特例区域を指定する効果があり、また、生活環境への影
響も軽微であると考えられるので、特例区域指定の手続きを進めていく。



下関市が特例区域の指定を要請（区域案の提出）

説明会の開催

県が特例区域案を作成

国による基本計画の認定

公告・縦覧
（２週間）

住民等が県に意見を提出

県が特例区域を決定・告示

H21.12.7

H23.3.18

H23.6.22

H23.7上旬

H23.8以降 ※告示の日以降、特例が適用されるようになる

５ 特例区域の指定までの流れ



～ 参考 ～

「下関市中心市街地活性化基本計画」について

▼計画期間 平成２１年１２月から平成２６年３月

▼基本方針 ○街なか回遊の促進
○にぎわい・交流拠点の創出
○街なか生活の再生

▼目 標 ①「歩きたくなる、回遊したくなる街」を実現する
②「多様な魅力が備わり、ゆっくり訪れたい街」を実現する
③「愛着をもって、いきいきと暮らせる街」を実現する

▼事業分類 ○市街地の整備改善（下関駅にぎわいプロジェクト 等）
（主要事業） ○都市福利施設 （まちづくりセンター支援事業 等）

○住環境向上 （共同住宅供給事業 等）
○商業活性化 （国際観光対策事業 等）
○その他 （ロンドンバス活用事業 等）



中心市街地の区域



下関駅にぎわいプロジェクトについて


